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令和２年「高年齢者の雇用状況」集計結果 
 

滝川公共職業安定所（所長 山田 弘之）では、このほど、高年齢者を65歳まで雇
用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、令和２年「高年
齢者の雇用状況」（６月１日現在）を取りまとめましたので、公表します。 

 

 

Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置のある企業の状況 

① 65歳までの雇用確保措置のある企業は100.0％ 

② 65歳定年企業は23.1％（対前年4.1ポイント増加） 

Ⅱ 66歳以上働ける企業の状況 

① 66歳以上働ける制度のある企業は43.4％（対前年4.6ポイント増加） 

② 70歳以上働ける制度のある企業は43.4％（対前年4.6ポイント増加） 

③ 定年制廃止企業は3.5％（対前年1.3ポイント減少） 

 

 

 

高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向
け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保
するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」の
いずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じるよう義務付け、毎年６月１日現在
の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。 
 
 今回の集計結果は、この雇用状況を報告した管内の従業員31人以上の企業１４３社
の状況をまとめたものです。 
 
 今後とも、生涯現役で働くことのできる社会の実現に向けたさらなる取組を行うと
ともに、雇用確保措置を実施していない企業に対して、計画的かつ重点的な個別指導
を実施していきます。 
なお、集計結果の主なポイントは次ページをご参照ください。 
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１ 管内における高年齢者雇用確保措置の実施状況 

 (1) 全体の状況 ≪表１≫ 

高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」という。）の実施済企業の割合は

100.0％（対前年変動なし）となっている。  

雇用確保措置が未実施である企業の割合は0.0％（対前年変動なし）となっている。 

 

 (2) 雇用確保措置の内訳 ≪表２≫ 

雇用確保措置の実施済企業のうち、 

① 「定年制の廃止」により雇用確保措置を講じている企業の割合は3.5％（対前年

1.3ポイント減少）となっている。 

② 「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業の割合は23.1％（対前年

3.4ポイント増加）となっている。 

③ 「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業の割合は73.4％（対

前年2.1ポイント減少）となっている。 

 
(3) 継続雇用確保措置のある企業の状況 ≪表３≫ 

「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業のうち、 

①  希望者全員を対象とする65歳以上の継続雇用制度を導入している企業の割合は

78.1％（対前年0.6ポイント増加）となっている。 

②  高年齢者雇用安定法一部改正法の経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を

限定する基準がある継続雇用制度を導入している企業（経過措置適用企業）の割

合は21.9％（対前年0.6ポイント減少）となっている。 

 

 

２ 65歳定年企業の状況 

定年を65歳とする企業の割合は23.1％（対前年4.1ポイント増加）となっている。≪表４

≫ 

 

 

３ 66歳以上働ける制度のある企業の状況 

(1) 66歳以上働ける制度のある企業の割合は43.4％（対前年4.6ポイント増加）となっている。

≪表５≫ 

(2) 70歳以上働ける制度のある企業の割合は43.4％（対前年4.6ポイント増加）となっている。

≪表６≫ 

 

 

４ 希望者全員が66歳以上働ける企業の状況 

希望者全員が66歳以上まで働ける企業の割合は19.6％（対前年4.6ポイント増加）とな

っている。≪表５≫ 
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表１　雇用確保措置の実施状況 （参考：全国）

①実施済み ②未実施 合計（①＋②） ①実施済み ②未実施 合計（①＋②）

6,253 7 6,260 164,033 118 164,151

(6,173) (12) (6,185) (161,117) (261) (161,378)

99.9% 0.1% 100.0% 99.9% 0.1% 100.0%

(99.8%) (0.2%) (100.0%) (99.8%) (0.2%) (100.0%)

4,060 1 4,061 107,364 28 107,392

(4,018) (6) (4,024) (105,886) (88) (105,974)

100.0% 0.0% 100.0% 99.9% 0.1% 100.0%

(99.9%) (0.1%) (100.0%) (99.9%) (0.1%) (100.0%)
※(　)内は、令和元年6月1日現在の数値。

表２　雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳
（社、％）

①定年制の廃止 ②定年の引上げ
③継続雇用制度の

導入
合計

（①＋②＋③）

229 1,506 4,518 6,253

(242) (1,380) (4,551) (6,173)

3.7% 24.1% 72.3% 100.0%

(3.9%) (22.4%) (73.7%) (100.0%)

118 864 3,078 4,060

(127) (788) (3,103) (4,018)

2.9% 21.3% 75.8% 100.0%

(3.2%) (19.6%) (77.2%) (100.0%)

表３　継続雇用制度の内訳

3,412 1,106 4,518

(3,384) (1,167) (4,551)

75.5% 24.5% 100.0%

(74.4%) (25.6%) (100.0%)

2,197 881 3,078

(2,170) (933) (3,103)

71.4% 28.6% 100.0%

(69.9%) (30.1%) (100.0%)

表４　定年制の廃止および65歳以上定年企業の状況

65歳 66～69歳 70歳以上

229 1,363 52 91 6,260

(242) (1,258) (46) (76) (6,185)

3.7% 21.8% 0.8% 1.5% 100.0%

(3.9%) (20.3%) (0.7%) (1.2%) (100.0%)

118 796 26 42 4,061

(127) (722) (27) (39) (4,024)

2.9% 19.6% 0.6% 1.0% 100.0%

(3.2%) (17.9%) (0.7%) (1.0%) (100.0%)

高年齢者雇用確保措置の実施状況等

（社、％） （社、％）

企業数 企業数

※(　)内は、令和元年6月1日現在の数値。
※「合計」は表１の「①実施済み」に対応している。
※「②定年の引上げ」は65歳以上の定年の定めを設けている企業、「③継続雇用制度の導入」は
定年年齢は65歳未満だが継続雇用制度の年齢を65歳以上としている企業を、それぞれ計上して
いる。

（社、％）

①希望者全員
65歳以上の
継続雇用制度

②基準該当者65歳
以上の継続雇用制度
（経過措置適用企業）

合計（①＋②）

51人
以上

　　　51人
　　　以上

※(　)内は、令和元年6月1日現在の数値。

企業数

51人
以上

企業数

51人
以上

※(　)内は、令和元年6月1日現在の数値。
※「合計」は表２の「③継続雇用制度の導入」に対応している。

（社、％）

合計（①+②）
報告した全ての

企業
①定年制の
廃止

②65歳以上定年

企業数

1,735

(1,622)

27.7%

(26.2%)

51人
以上

982

(915)

24.2%

(22.7%)
※(　)内は、令和元年6月1日現在の数値。
※②「65歳以上定年」は表２の「②定年の引上げ」に対応している。
※「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。



表５　66歳以上働ける制度のある企業の状況

229 143 535 635 907 1,542 2,152 6,260

(242) (122) (467) (612) (831) (1,443) (1,934) (6,185)

3.7% 2.3% 8.5% 10.1% 14.5% 24.6% 34.4% 100.0%

(3.9%) (2.0%) (7.6%) (9.9%) (13.4%) (23.3%) (31.3%) (100.0%)

118 68 329 411 515 926 1,355 4,061

(127) (66) (285) (406) (478) (884) (1,223) (4,024)

2.9% 1.7% 8.1% 10.1% 12.7% 22.8% 33.4% 100.0%

(3.2%) (1.6%) (7.1%) (10.1%) (11.9%) (22.0%) (30.4%) (100.0%)

表６　70歳以上働ける制度のある企業の状況

229 91 506 627 826 1,453 2,049 6,260

(242) (76) (441) (589) (759) (1,348) (1,825) (6,185)

3.7% 1.5% 8.1% 10.0% 13.2% 23.2% 32.7% 100.0%

(3.9%) (1.2%) (7.1%) (9.5%) (12.3%) (21.8%) (29.5%) (100.0%)

118 42 310 403 470 873 1,293 4,061

(127) (39) (269) (386) (435) (821) (1,148) (4,024)

2.9% 1.0% 7.6% 9.9% 11.6% 21.5% 31.8% 100.0%

(3.2%) (1.0%) (6.7%) (9.6%) (10.8%) (20.4%) (28.5%) (100.0%)

(参考)　希望者全員が65歳以上まで働ける企業の状況

①定年制の
廃止

②65歳以上
定年

③希望者全員65
歳以上の

継続雇用制度

229 1,506 3,412 5,147

(242) (1,380) (3,384) (5,006)

3.7% 24.1% 54.5% 82.2%

(3.9%) (22.3%) (54.7%) (80.9%)

118 864 2,197 3,179

(127) (788) (2,170) (3,085)

2.9% 21.3% 54.1% 78.3%

(3.2%) (19.6%) (53.9%) (76.7%)

（社、％）

①定年制の
廃止

②66歳以上
定年

③希望者全員
66歳以上

④基準該当者
66歳以上

⑤その他の
制度で66歳
以上まで雇用

51人
以上

429

(339)

10.6%

(8.4%)
※(　)内は、令和元年6月1日現在の数値。
※本表は、「高年齢者雇用状況報告書」における「70歳以上まで働ける制度等（定年の廃止・引上げ等を除く）の状況」に関する項目が、前年度から「66歳以上まで働ける制度等（定年の廃止・引上
げ等を除く）の状況」に変更されたことにより、前年度から新たに集計したもの。
※66歳以上定年制度と66歳以上の継続雇用制度の両方の制度を持つ企業は、「②66歳以上定年」のみに計上している。
※「⑤その他の制度で66歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を66歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、企業の実情に応じて何らかの仕組みで66歳以上まで働くことが
できる制度を導入している場合を指す。
※「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

合計①
（①～③）

合計②
（①～④）

合計③
（①～⑤）

報告した全ての企
業

企業数

610

(491)

9.7%

(7.9%)

（社、％）

①定年制の
廃止

②70歳以上
定年

③希望者全員
70歳以上

④基準該当者
70歳以上

⑤その他の
制度で70歳
以上まで雇用

合計①
（①～③）

51人
以上

420

(327)

10.3%

(8.1%)
※(　)内は、令和元年6月1日現在の数値。
※70歳以上定年制度と70歳以上の継続雇用制度の両方の制度を持つ企業は、「②70歳以上定年」のみに計上している。
※「⑤その他の制度で70歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、企業の実情に応じて何らかの仕組みで70歳以上まで働くことが
できる制度を導入している場合を指す。
※「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

合計②
（①～④）

合計③
（①～⑤）

報告した全ての企
業

企業数

596

(477)

9.5%

(7.7%)

51人
以上

4,061

(4,024)

100.0%

(100.0%)

※(　)内は、令和元年6月1日現在の数値。
※「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」は「定年制の廃止」、「65歳以上定年」及び「希望者全員65歳以上の継続
雇用制度」の合計である。
※「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

（社、％）

合計
（①＋②＋③）

報告した全ての
企業

企業数

6,260

(6,185)

100.0%

(100.0%)


